
このままでは，21世紀末の年平均気温は，20世紀末と比べて，

奄美を除く本県で約3.8℃上昇，奄美地方で3.4℃上昇する

と予測されています。

出典：「鹿児島県の気候変動」（鹿児島地方気象台・福岡管区気象台）

「奄美地方の気候変動」（名瀬測候所・福岡管区気象台）

年平均気温の将来予測（21 世紀末）：20 世紀末からの上昇量

鹿児島県地球温暖化対策
実行計画
（概要版）

令和 8年 3月

詳細はこちら



1

１ 地球温暖化の現状

■ 温室効果ガスの増加と地球温暖化
二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスは地表面から放射さ

れた赤外線を吸収し，地球表面温度を高める効果があります。

産業革命以降，化石燃料の燃焼などの人間活動により，大気

中の二酸化炭素濃度が上昇しており，地表面等の温度が上昇し

ています。

また，IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第6 次評価

報告書では，地球の温暖化は疑う余地がなく，その結果，気温

の上昇，極端な大雨の頻度や強度の増加，海面の上昇や極端に

高い潮位の発生など，様々な現象が世界中で起こっている観測

事実として挙げられるとしています。

■ 二酸化炭素濃度の変化
地球温暖化への影響が最も大きい温室効果ガスである二酸化

炭素の地球全体の濃度は，年々増加しています。

2024（令和 6）年の世界の平均濃度は 423.9ppm であ

り，工業化以前（1750 年以前）の平均的な値とされる約

278ppm と比べて，52％増加しています。

■ 世界の気候変動の現状（気温）
2024（令和6）年の世界の年平均気温（陸域における地表付

近の気温と海面水温の平均）の基準値（1991 〜2020 年の

30 年平均値）からの偏差は +0.63℃で，1891（明治24）年

の統計開始以降，2023 年を上回り最も高い値となりました。

■ 鹿児島県の気候変動の現状（気温）
本県における年平均気温の100 年当たりの変化傾向をみると，鹿児島で2.0℃，名瀬で1.0℃の割合で上

昇しており，鹿児島で日本の年平均気温の上昇割合（100 年当たり1.40℃）よりも大きくなっています。

【 温室効果のメカニズム 】

資料　全国地球温暖化防止活動推進センター

【 地球全体の二酸化炭素濃度の変化 】

資料　気象庁ウェブサイト

【 鹿児島の年平均気温の経年変化 】 【 名瀬の年平均気温の経年変化 】

資料　九州・山口県のこれまでの気候の変化（福岡管区気象台）
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２ 鹿児島県地球温暖化対策実行計画とは

本計画は，本県の自然的・社会的条件に応じた温室効果ガスの排出削減等のための対策・施策を総合的か

つ計画的に推進するため，温室効果ガスの排出削減目標を定め，その削減に向け，県民・事業者・環境保全

活動団体・行政等のそれぞれの役割に応じ，また，互いの連携による取組を進めるための具体的な行動指針

などを定めたものです。

３ 計画期間

2026（令和8）年度から2040 年度までの15 年間とします。

４ 温室効果ガス排出量の推移と削減目標

■ 排出量の推移
本県の温室効果ガス排出量は，1990（平成2）年度以降，増減を繰り返しながら推移し，2013（平成

25）年度に最も多くなり，その後は減少傾向です。

■ 削減目標
削減目標は，国の削減目標と同様，以下のとおりとします。

2030年度までに 46％削減
2035年度までに 60％削減　を目指します。
2040年度までに 73％削減　（2013年度比，森林吸収量を含む）
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図　2050 年ネット・ゼロに向けた削減目標等
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５ 2030年度までの部門別削減目標と現状すう勢

2030 年度削減目標は，本県における将来推計結果（現状すう勢ケース：特段の温暖化対策を講じない場合）

や，中期目標達成に向けた温室効果ガスの排出削減，吸収に関する対策による削減見込量を踏まえ，以下の

とおりとします。

【各部門別削減目標等】
部　　　門 2013 年度基準年度 2030 年度目標年度 2013 年度比（削減量）

対
策
等
に
よ
る
削
減
目
標

産 業 部 門 2,397 1,218 ▲ 49％　（▲1,179）

業 務 そ の 他 部 門 3,093 1,336 ▲ 57％　（▲1,756）

家 庭 部 門 1,876 737 ▲ 61％　（▲1,138）

運 輸 部 門 4,547 3,497 ▲ 23％　（▲1,050）

エネルギー転換部門 403 198 ▲ 51％　（▲　204）

そ の 他 部 門 2,500 2,324 ▲　7％　（▲　176）

合　　　　　　　計 14,815 9,311 ▲ 37％　（▲5,505）

森林吸収による削減効果 － 1,379

森林吸収を含む合計 14,815 7,932 ▲ 46％　（▲6,884）

備考　四捨五入の関係上，合計が一致しないことがある。

（単位：千トン CO2）

図　削減目標等
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＜現状＞
2023（令和５）年度の産業部門の二酸化炭素排出量は，1,860 千トン CO2 であり，2013（平成25）

年度と比較して，22.4％の減少（全国：26.7％の減少）となっています。

＜対策・施策の方向性＞
県地球温暖化対策推進条例において温室効果ガス排出量削減計画等の提出が義務づけられている特定事

業者に対し，排出削減等に関する指導や助言を行います。

本県事業者の大部分を占める中小規模事業者には，省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や省エネ

ルギー診断の受診などを促進します。

＜取り組む施策＞
●　大規模な事業者の自主的かつ計画的な温室効果ガス排出削減の取組を促進　

●　自家消費型の太陽光発電の導入等を促進　

●　高効率空調や高効率照明などの省エネルギー設備等の導入を促進　

●　建築物省エネ法に基づく「省エネルギー性能を有する認定制度」を周知　

●　施設園芸について，ヒートポンプ等の導入を促進　

●　ICT を利用した漁場の予測技術による沿岸漁業の操業の効率化等を促進　

●　GX 推進法の趣旨等を踏まえ，中小企業の脱炭素に向けた取組を支援　

●　低炭素型コンクリートの社会実装を促進するインフラ・建設 GX を推進　

●　GX 建設機械認定制度を活用し，公共工事における GX 建設機械の導入・普及を促進　

●　建設業への ICT 施工の普及など施工の更なる効率化や省人化・省力化を促進

●　FEMS（工場のエネルギー管理システム）の導入を促進　

●　省エネルギー診断の受診を促進，Scope3 排出量削減の観点での排出削減設備導入を支援

●　地域の金融機関や団体等との枠組みを活用し，中小規模事業者の省エネルギーの取組を推進　

●　支援機関（金融機関，地方公共団体等）が連携して，中小規模事業者を地域ぐるみで支援する体制を構

築し，伴走的な支援を推進し，中小規模事業者の省エネルギーの取組を推進

６ 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策

■ 温室効果ガスの排出削減対策（エネルギー起源二酸化炭素）

産業部門
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＜現状＞
2023（令和5）年度の業務その他部門の二酸化炭素排出量は，1,878 千トン CO2 であり，2013（平

成25）年度と比較して，39.3％の減少（全国：29.7％の減少）となっています。

＜対策・施策の方向性＞
県地球温暖化対策推進条例において温室効果ガス排出量削減計画等の提出が義務づけられている特定事

業者に対し，排出削減等に関する指導や助言を行います。

本県事業者の大部分を占める中小規模事業者には，省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や省エネ

ルギー診断の受診などを促進します。

＜取り組む施策＞
●　大規模な事業者の自主的かつ計画的な温室効果ガス排出削減の取組を促進　

●　自家消費型の太陽光発電の導入等を促進　

●　省エネルギー性能の高い照明，給湯器，空調の導入を促進　

●　公共施設等の災害時におけるレジリエンス向上のため，再生可能エネルギー設備や，非常用電源とし

て活用可能な蓄電池の導入を促進　

●　省エネルギー性能に優れた製品の購入を促進　

●　建築物省エネ法に基づく「省エネルギー性能を有する認定制度」を周知　

●　建築物の販売等を行う者が省エネルギー等のために講じられた工法や設備等について情報提供等する

ことを促進　

●　BEMS（ビルのエネルギー管理システム）の導入を促進　

●　省エネルギー診断の受診を促進

業務その他部門
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＜現状＞
2023（令和5）年度の家庭部門の二酸化炭素排出量は，1,317 千トン CO2 であり，2013（平成25）

年度と比較して，29.8％の減少（全国：29.7％の減少）となっています。

＜対策・施策の方向性＞
日常生活において，エネルギー消費量の少ない電気機器などの環境に配慮した製品の購入や住宅の脱炭

素化，エネルギーを節約する工夫など，温室効果ガス排出削減等の取組を促進します。

＜取り組む施策＞
●　自家消費型の太陽光発電の導入等を促進　

●　省エネルギー性能の高い照明，給湯器等の導入を促進　

●　HEMS（住宅のエネルギー管理システム）の導入を促進　

●　省エネルギー性能に優れた製品の購入を促進　

●　建築物省エネ法に基づく「省エネルギー性能を有する認定制度」を周知　

●　ZEH 住宅，低炭素住宅及び長期優良住宅等の普及を促進　

●　エネルギー・資源・廃棄物等の面で十分な配慮がなされた住宅の普及を促進　

●　住宅の販売等を行う者が省エネルギー等のために講じられた工法や設備等について情報提供等するこ

とを促進　

●　建物状況調査や住宅リフォームに関する技術力の向上支援により，省エネルギー性能を備えた質の高

い住宅ストックの流通を促進　

●　温室効果ガス排出削減の取組事例や工夫等の普及啓発を推進　

●　環境家計簿の普及啓発を推進

家庭部門
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＜現状＞
2023（令和５）年度の運輸部門の二酸化炭素排出量は，3,483 千トン CO2 であり，2013（平成25）

年度と比較して，23.4％の減少（全国：15.2％の減少）となっています。

＜対策・施策の方向性＞
公共交通機関や自転車の利用促進，エコドライブの普及促進を図るとともに，走行時に二酸化炭素を排

出しない電気自動車など環境にやさしい自動車への転換を促進します。

空港及び重要港湾の脱炭素化の取組を推進します。

＜取り組む施策＞
●　大規模な事業者の自主的かつ計画的な温室効果ガス排出削減の取組を促進　

●　エコドライブの普及啓発を推進　

●　次世代自動車の導入や充電スタンド等のインフラ整備を促進　

●　新たなモーダルシフトを推進　

●　トラック輸送・海運等の効率化を促進　

●　荷主・物流事業者等の連携による共同輸配送の取組を促進　

●　エコ通勤を推進　

●　事業者の活動における公共交通機関等の利用やカーシェアリングを普及・促進　

●　広域的・幹線的なバス路線を維持・充実，地域の実情に合わせた移動手段の確保に努める　

●　県内の公共交通機関の時刻表・料金等の情報提供により，公共交通機関の利用を促進　

●　「MaaS」の活用や地域交通ネットワークの再編等を通じ，公共交通機関の利用を促進　

●　自転車の利用を促進　

●　サイクルツーリズムを推進　

●　歩道や自転車通行空間等の整備を促進　

●　渋滞緩和のための道路整備等を促進　

●　大型車両に対応した道路や最寄り港までの臨海道路等の整備を促進　

●　信号機の集中制御化や改良，信号灯器の LED 化等を推進　

●　交通安全対策による幹線道路と生活道路の適切な機能分化を推進　

●　重要港湾におけるカーボンニュートラルポートの形成を推進　

●　空港における脱炭素化の取組を推進　

●　SAF（持続可能な航空燃料）やバイオディーゼル燃料の導入促進についての普及啓発を推進

運輸部門

エコ
ドライブ
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＜対策・施策の方向性＞
エアコンや発泡剤，半導体製造等に使用されている「代替フロン等4 ガス」については，「フロン類の使

用の合理化及び管理の適正化に関する法律」等に基づく管理者への適正な指導・助言や，適正な回収・処

理についての情報提供を行います。

＜取り組む施策＞
●　冷蔵庫やエアコンなどの機器使用時の漏洩防止や廃棄時の回収・適正処理を推進

●　未規制用途での自主的な回収及びノンフロン製品の普及を促進

代替フロン等４ガス分野

＜対策・施策の方向性＞
環境への負荷を低減する循環型社会を形成するため，生産，流通，消費などの社会経済活動の各段階や

日常生活から生じる廃棄物の発生を抑制し，発生した廃棄物については循環資源としての利用を促進する

とともに，適正な処理を推進します。

温室効果ガスの排出削減に配慮した生産活動を推進します。

＜取り組む施策＞
●　３Ｒ＋ Renewable の総合的な取組を推進

●　廃プラスチック類の焼却量削減を促進

●　レジ袋削減の取組や簡易包装を推進　

●　建設副産物の発生を抑制，再資源化・有効利用を促進　

●　生ごみなどの有機性廃棄物の直接埋立量削減を促進　

●　住民，事業者によるごみ分別徹底を促進　

●　バイオマスプラスチックなど代替素材の積極的な利用を促進　

●　廃棄物の焼却処理に伴い発生する熱を回収・活用する取組を促進　

●　汚泥再処理施設導入，基幹的設備改良を促進　

●　下水汚泥の有効利用の取組を促進　

●　家畜排せつ物や焼酎粕などの廃棄物の適正処理と有効利用による環境に配慮した産業の育成を促進

●　耕畜連携による家畜堆肥の利用を促進　

●　家畜排せつ物の堆肥化処理施設等の整備を推進　

●　堆肥のペレット化の普及を促進　

●　肥料の使用量の適正化等を促進　

●　環境保全型農業を推進　

●　スマート農業機器の導入を推進　

●　環境負荷低減事業活動実施計画の認定を推進　

●　農畜産物の生産における温室効果ガスの排出抑制の研究・開発を推進　

●　畜産における温室効果ガス排出削減の取組を推進　

●　畜産 GX を推進，J- クレジット制度を活用して付加価値を高める取組を推進　

●　廃食油の燃料としての有効活用を促進　

●　SAF（持続可能な航空燃料）やバイオディーゼル燃料の導入促進についての普及啓発を推進

■ 温室効果ガスの排出削減対策（エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガス）

廃棄物等分野
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＜対策・施策の方向性＞
それぞれの森林が発揮することを期待されている機能に応じて，地域特性や森林資源の状況などを踏ま

えた適切な森林の整備・保全を推進し，森林の有する多面的な機能の高度発揮に努めます。

森林の有する公益的機能を将来にわたって発揮させるため，様々な形での県民の森林づくり活動への参

画を促進します。

炭素を固定している木材を住宅等に利用することは，木材中の炭素を長期間にわたって貯蔵することか

ら，県産材の利用を促進します。

また，ブルーカーボンその他の吸収源について，情報収集をはじめ，取組を進めていきます。

＜取り組む施策＞
●　計画的な間伐の推進，伐採後の再造林対策の強化，広葉樹林等への誘導 , 優良苗木の安定供給体制づく

り等による森林の整備・保全を推進　

●　森林を全ての県民で守り育てる意識を醸成　

●　治山施設の計画的な整備，松くい虫被害対策，野生鳥獣による林業被害の防止対策などを推進

●　企業等による森林整備を推進　

●　県産材の利用を拡大，新たな需要に向けた取組を促進　

●　木材産業の競争力を強化　

●　都市緑化等を推進　

●　藻場の維持・保全活動の取組を促進　

●　ブルーカーボン（海洋生態系の生物を通じて吸収固定される炭素）に関する国の動きなどの情報収集

■ 温室効果ガスの吸収源対策
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＜対策・施策の方向性＞
地球温暖化などの地球環境問題に適切に対応し，かけがえのない地球環境を守り育て，次の世代に引き

継いでいくため，地球環境を守るかごしま県民運動を推進します。

本県の多様で豊かな資源を活用し，自然環境に配慮しつつ，地域と共生した再生可能エネルギーの導入

を促進します。

エネルギーとして利用する際に二酸化炭素を排出せず，脱炭素化に寄与する水素の利活用を推進します。

県内企業における脱炭素経済社会への対応を促進します。

＜取り組む施策＞
●　「地球環境を守るかごしま県民運動」を推進　

●　県民運動推進員による環境問題の現状や環境保全の取組の重要性に関する普及啓発等を推進　

●　「かごしまエコファンド（鹿児島県版カーボン・オフセット）制度」の普及を促進　

●　本県の多様で豊かな資源を活用し，自然環境に配慮しつつ，地域との共生を図りながら，再生可能エ

ネルギーの導入を促進　

●　「エネルギーの地産地消」を促進　

●　離島における蓄電池を活用した地産地消型再生可能エネルギーの導入を推進　

●　「屋久島 CO２フリーの島づくり」を推進　

●　水素エネルギーに対する県民の理解を促進　

●　FCV（燃料電池自動車）の普及に向けた支援など水素エネルギーの導入を促進　

●　水素製造施設の整備等を促進　

●　「環境マネジメントシステム」の導入を促進　

●　飼料自給率を向上　

●　県内企業の脱炭素経営に向けた意識を啓発　

●　県内企業の環境・新エネルギー分野における新規参入や新技術・新製品の開発を促進　

●　J- クレジット制度の活用を促進

■ 部門・分野横断的対策等

部門・分野横断的対策
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＜対策・施策の方向性＞
家庭でのエネルギー使用等に関し，効果的・実践的な普及啓発等を通じ，低炭素型の製品やサービスの

選択につなげるなど，県民のライフスタイルの脱炭素化を図ります。

環境教育 • 環境学習の機会の提供や情報提供に取り組み，地球温暖化防止活動の普及に努めます。

＜取り組む施策＞
●　「デコ活」の推進等を通じて，脱炭素につながる豊かな暮らし創りを促進

●　住宅の脱炭素化を促進

●　自家消費型太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を促進

●　脱炭素型の製品・サービスの利用を促進

●　クールビズ・ウォームビズ，サステナブルファッションの実践を促進

●　地産地消，食品ロス対策を推進

●　テレワークの導入を促進

●　ごみの削減・分別による資源循環を促進

●　公共交通機関，自転車等の環境負荷がより少ない移動手段の選択を促進

●　次世代自動車等の導入を促進

●  「くらしの10 年ロードマップ」に基づく脱炭素につながる新しい価値創造・豊かな暮らしの実現を促進

●　家庭エコ診断制度を推進

●　「環境学習指導者人材バンク」を公表することにより，県民自らの自主的な環境学習を促進

●　家庭・地域社会における環境教育等を促進

●　学校における環境教育を充実・推進

●　教育旅行における環境学習を促進

脱炭素型ライフスタイルへの転換

デコ活とは，二酸化炭素（CO2）を減らす（DE) 脱炭素（Decarbonization）と，環境に良い

エコ（Eco）を含む“デコ”と活動・生活を組み合わせた新しい言葉です。
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＜対策・施策の方向性＞
県は，自らの事務及び事業に関し率先して地球温暖化対策を実施するとともに，国，市町村，金融機関

や電力会社を含む事業者，民間団体，県地球温暖化防止活動推進センター等と連携し，県民，事業者，行

政が力を合わせて，一体となって地球温暖化対策を積極的に推進します。

＜取り組む施策＞
●　県庁環境保全率先実行計画に基づき，率先して地球温暖化対策を実施　

●　県有施設における再生可能エネルギー・蓄電池の導入や新築建築物の省エネルギー化等を推進　

●　公用車を新規導入，更新する場合，原則，電動車　

●　グリーン購入を推進　

●　地域共生・地域裨益型で地方創生に資する形で，再生可能エネルギーの導入を推進　

●　「気候変動×防災」の観点から望ましい地域における再生可能エネルギーの活用を推進　

●　国に対して財政支援措置の充実等を要望，国の助成制度等の県内対象者による活用を促進

●　市町村における地球温暖化対策を促進　

●　事業所における省エネルギー機器等の導入の取組や温室効果ガス排出削減に向けた研究開発等を金融

機関と連携した融資制度により支援　

●　地域に根差す金融機関，地域エネルギー会社等と連携して，地球温暖化対策の取組を推進　

●　省エネルギーの方策を助言・提案できる人材の育成を推進　

●　県地球温暖化防止活動推進センターと連携して地球温暖化対策に関する普及啓発等を推進

県の率先的取組と市町村等との連携
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７ 施策の実施に関する目標

(1) 再生可能エネルギーの利用促進
再生可能エネルギーの導入量の増加を目指します。

区　　分 2030 年度 目標 ※ 2024( 令和6) 年度 
実績 ( 参考 )

発

電

太 陽 光 発 電 　2,980,000 kW 2,591,821 kW

風 力 発 電 715,000 kW 221,888 kW

水 力 発 電 292,000 kW 266,205 kW

地 熱 発 電 71,000 kW 67,120 kW

バ イ オ マ ス 発 電 149,000 kW 143,670 kW

熱

利

用

太 陽 熱 利 用 52,000 kL 44,371 kL

バ イ オ マ ス 熱 利 用 149,000 kL 125,700 kL

地 中 熱 460 kL 291 kL

温 泉 熱 導入事例を増やす －

バ イ オ マ ス 燃 料 製 造 190 kL 58 kL

(2) 事業者・県民による温室効果ガス排出削減活動の促進
新車登録台数に占める電気自動車（EV），プラグインハイブリット車（PHV），燃料電池自動車（FCV）

の割合の増加を目指します。

新車登録台数に占めるEV，PHV，FCVの割合
2024（令和6）年度　1.2％　➡　2030年度　20％

(3) 地域環境の整備・改善
再造林面積の増加を目指します。

再造林面積
2024（令和6）年度　1,242ha　➡　2028年度　1,200ha※

(4) 循環型社会の形成
一般廃棄物の排出量の減少及びリサイクル率の向上を目指します。

一般廃棄物の排出量
2024（令和6）年度　493千トン　➡　2030年度　457千トン ※

一般廃棄物のリサイクル率
2024（令和6）年度　14.9％　 　 ➡　2030年度　22.1％ ※

（※ 県再生可能エネルギー導入ビジョン2023（2023.3 月））

（※ 県森林・林業振興基本計画（2019.3 月））

（※ 県廃棄物処理計画（2026.3 月））
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８ 地域脱炭素化促進事業の対象となる区域の設定に関する
環境配慮基準

１ 地域脱炭素化促進事業
2021（令和3）年の地球温暖化対策推進法の改正において，再生可能エネルギー施設の整備等を行う地域

脱炭素化促進事業を市町村が認定する仕組みが創設され，市町村が地方公共団体実行計画（区域政策編）を策

定する際，地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（促進区域）等を定めるよう努めることとされました。促

進区域等の設定は，再生可能エネルギーの導入拡大に向けて，環境に配慮し，地域における円滑な合意形成

を促すポジティブゾーニングの仕組みとされています。

なお，市町村による認定を受けた地域脱炭素化促進事業は，関係許認可等手続のワンストップ化等の特例

の対象となります。

２ 促進区域の設定に関する環境配慮基準
地球温暖化対策推進法において，都道府県は，市町村による促進区域の設定において，地域の自然的・社

会的条件に応じ環境の保全に配慮することを確保するための基準（環境配慮基準）を定めることができること

とされました。環境配慮基準では，促進区域に含めることが適切でない区域や市町村が促進区域を定めるに

当たって考慮を要する事項，環境保全への適切な配慮を確保するための考え方等を示すこととされています。

市町村は，環境省令で定める基準及び都道府県が定める環境配慮基準に基づいて促進区域を設定する必要

があります。

本県における環境配慮基準は，太陽光発電と陸上風力発電について，別冊１としてまとめています。

９ 気候変動の影響への適応

近年，気温の上昇や大雨の頻度の増加，農作物の品

質低下，動植物の分布域の変化，熱中症リスクの増加

など，気候変動の影響が全国各地で現れており，さ

らに今後，長期にわたり拡大するおそれがあります。

気候変動適応法の規定により，都道府県及び市町村

は，その区域における自然的・社会的状況に応じた

気候変動適応に関する施策の推進に努めるとともに，

国が定める気候変動適応計画を勘案し，地域気候変動

適応計画を策定するよう努めることとされています。

本県における地域気候変動適応計画は，農業，森

林・林業，水産業，水環境・水資源，自然生態系，自

然災害・沿岸域，健康，産業・経済活動，国民生活・

都市生活について，別冊２としてまとめています。
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10 計画の推進

地球温暖化防止に向けた県民運動を展開していくためには，行政，事業者，県民，環境保全活動団体等の

各主体がそれぞれの役割を確認し，お互いに連携・協働することが重要です。

下記のウェブページに，「鹿児島県地球温暖化対策実行計画」本編を掲載しています。
https://www.pref.kagoshima.jp/ad02/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/zero-carbon/actionplan.html


